
琉球大学工学部後援会 会員加入申込書（企業・団体用） 

 

琉球大学工学部後援会 

会長 横田 哲 殿 

 

琉球大学工学部後援会の目的に賛同し，下記のとおり会員加入の申し込みを致します。 

 

・企業・団体会員として加入 （口数   ） 

 （年会費 5万円/1口） 

 

申込者： 

 企業・団体名     

 代表者（職名・氏名）     

 担当者（職名・氏名）     

 連絡先 住所   〒   

             

     TEL      

     FAX      

     E-mail      

      ※後援会からの各種案内等を受け取る連絡先情報をご記入ください。 

 

 申込書送付・問合せ先 

琉球大学 工学部 後援会事務局（琉球大学 工学部 工学科 機械系） 

石川 正明（機械工学コース） 藤橋 健太（エネルギー環境工学コース） 

（FAX）：098-895-8636（機械系事務室） 

（TEL）：石川 正明（098-895-8614）, 藤橋 健太（098-895-8602） 

（E-mail）：ishi8614＠cs.u-ryukyu.ac.jp, ken_fuji＠cs.u-ryukyu.ac.jp  
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琉球大学工学部後援会会則 

（名 称） 

第１条  この会は，琉球大学工学部後援会（以下「本会」という。）という。 

 

（目 的） 

第２条  本会は，琉球大学工学部の教育・研究活動を側面より支援すると共に，本県産学間

の共同研究を推進し，産業振興に寄与することを目的とする。 

 

（事 業） 

第３条  本会は，前条の目的を達成するため，次の事業を行う。 

  （１）琉球大学工学部の教育・研究活動の支援 

  （２）琉球大学工学部の整備充実及び発展の支援 

  （３）琉球大学工学部と県内産業界の共同研究並びに技術交流の推進 

  （４）その他本会の目的を達成するために必要な事業 

 

（組織と会員の資格） 

第４条  本会の会員は，第 2条に規定する目的に賛同する企業・団体及び個人をもって組織

する。 

 ２    会員の資格の有効期間は、本会事業年度の 1年間とする。但し、退会の申し出がな

い限り、毎年自動的に継続される。 

 ３    会員は申出により退会することができる。 

 ４    継続して 2年間の会費納入が認められない場合には、自動的に退会手続きが行われ

る。 

 

第５条  本会は，会長，副会長 2名，理事若干名及び監事 2名を置く。 

        理事に琉球大学工学部長及び工学部教員若干名を加えることができる。 

  ２    役員の任期は，2年とする。ただし，再任を妨げない。 

 

（顧 問） 

第６条  本会は，顧問を置くことができる。 

 

（事務局） 

第７条 本会の事務を処理するため，事務局を琉球大学工学部に置く。 

 

（会議および権限） 

第８条  本会の会議は，総会及び理事会とする。総会は年に 1回開催する。 

  ２  理事会は，必要に応じてその都度開催する。 

 ３ 会則の変更。 

 

（決議） 

第 9条  会議の決議は、決議についての特別の利害関係を有する役員を除く役員の過半数が

出席または委任状提出し、その過半数を持って行う。 

 

（経 理） 

第１０条  本会の業務に必要な経費は，会費及び寄付金をもって充てる。 

  ２  会費は企業，団体会員年額一口 5万円，個人会員同一口 1万円とする。 

  ３  会計年度は 7月 1日に始まり，翌年の 6月 30日に終わる。 

 



（研究・教育活動の自主性の尊重） 

第１１条  本会の活動が琉球大学工学部の教育・研究活動の自主性を損い，あるいは研究発

表の自由を制限するものであってはならない。 

 
付 則 

  この会則は，平成元年 10 月 1 日から施行する。 

付 則 

  この会則の一部変更は，理事会の承認のあった日から施行し，平成 6 年 7 月 26 日から適用する。 

付 則 

  この会則の一部変更は，理事会の承認のあった日から施行し，平成 19 年 8 月 17 日から適用する。 

付 則 

  この会則の一部変更は，理事会の承認のあった日から施行し，平成 22 年 10 月 20 日から適用する。 

付 則 

  この会則の一部変更は，理事会の承認のあった日から施行し，令和 6 年 8 月 21 日から適用する。 


